
浄化槽等最終清掃の実施について 

（お願い） 

○ 建築物取り壊し等による「浄化槽の入れ替え・撤去」及び「公

共下水道への切り替え」等に伴い、使用している浄化槽（以下、

単独処理浄化槽を含む。）を廃止・撤去する場合は、浄化槽の汚泥

等の引き抜き（最終清掃）を、実施する必要があります。 

  浄化槽管理者の方、若しくは工事業者の方は、浄化槽清掃許可

業者（裏面参照）に最終清掃の依頼をお願いします。 

○ くみ取り便槽についても最終清掃が必要ですので、宜しくお願

いします。 

浄化槽の汚泥は、「一般廃棄物」に該当し、廃止した浄化槽に 

汚泥が残存したまま埋めてしまう行為、側溝・水路などに排出し

てしまう行為等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条

に規定する「不法投棄」になります。 

 不法投棄をした場合の罰則は、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第二十五条により、５年以下の懲役若しくは千万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科されます。

問合せ先  環境部 廃棄物対策課  ℡ 0586-45-5374 



○浄化槽清掃許可業者及び取り扱い地域 

地 区 取り扱い地域 許可業者 

旧一宮 

JR 東海道本線より東側全域 
一宮中部衛生㈱ 

℡ 0586-45-3611 

JR 東海道本線より西側全域 
尾張テクアス㈱ 

℡ 0586-85-7316 

旧一宮地区全域 
中衛工業㈱ 

℡ 0586-73-6822 

旧尾西 旧尾西地区全域 

㈱カナックス 

℡ 0586-62-2801 

㈱起町衛生社 

℡ 0586-62-5429 

旧木曽川 旧木曽川地区全域 
木曽川環境ｸﾘｰﾝ㈱ 

℡ 0586-86-8271 

○し尿くみ取り許可業者及び取り扱い地域 

地 区 取り扱い地域 許可業者 

旧一宮 

奥町・浅井町（江森・大日比野・河端・小日比野 

・西海戸・西浅井・東浅井） 

㈲青空クリーン 

℡ 0586-45-6490 

上記以外の旧一宮地区 
一宮中部衛生㈱ 

℡ 0586-45-3611 

旧尾西 

三条・開明・朝日 
㈱カナックス 

℡ 0586-62-2801 

上記以外の旧尾西地区 
㈱起町衛生社 

℡ 0586-62-5429 

旧木曽川 旧木曽川地区全域 
木曽川環境ｸﾘｰﾝ㈱ 

℡ 0586-86-8271 


